
 

 
 

令和８年度 
 
 

       Ｐ Ｔ Ａ 総 会　 

 
 

  　　　　　令和８年４月１６日（木） 
 

                      １４：２０（予定）～ 岩崎中学校体育館
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    小牧市立岩崎中学校ＰＴＡ 

 



 

 

 

令和８年度　 ＰＴＡ総会次第 
 

 １　開会のことば

 

 ２　会長あいさつ

 

 ３　議長選出

 

 ４　議　　　　事

 （１）令和７年度事業報告　　　　　　　　　　　　１～２ページ参照

 （２）令和７年度会計決算報告・監査報告    　　　３ページ参照

 （３）令和８年度役員選考結果報告　　　　　　　　４ページ参照

 （４）新旧役員あいさつ　　　　　　　　　　　　　４ページ参照                    

 （５）令和８年度事業計画（案）    　　　　　　　４～５ページ参照

 （６）令和８年度会計予算（案）　　　　　　　　　６ページ参照                    

 （７）その他

 

 ５　閉会のことば                                                         

 

 ※　ＰＴＡ会則等　　７ページ以降　参照

 
 

　 《ＰＴＡ総会終了後》 
 

 １　校長あいさつ（含　教職員紹介）

 

 ２　学校紹介　　　　

 （１）定例集金について                 

 （２）学校のようす

 （３）その他

       ・いじめ防止基本方針

                                                                                        
    
    

 
   

※　ＰＴＡは、保護者と教職員が連携し、児童生徒の健全育成を支援することを目的とする   

　任意団体です。ご不明な点や加入を望まれない場合は、学校までご連絡ください。   
  
＊　ＰＴＡ会費は、業務委託契約に基づき、学校徴収金口座からの引き落としを学校へ依頼 
　しています。ＰＴＡがみなさまの口座情報などの提供を受けることはありません。 
 
※　ＰＴＡ総会要項をtetoruで配信しました。 
  　内容に変更がありましたら、その都度お知らせしてまいります。質問等ございましたら、 
　ご連絡ください。よろしくお願いします。 



１　開会の言葉（司会）

２　会長あいさつ

３　議長選出

４　議事

（１）令和７年度の事業報告

① 本校関係 ・・・・ 書記

4/12 (土） 第１回役員会・理事会 岩崎中 役員・理事

4/14 (月） ＰＴＡ総会 岩崎中 役員・理事・ＰＴＡ会員

5/9 （金） あいさつ運動 岩崎中 担当役員・理事

5/10 (土） 第１回役員選考委員会、第２回役員会・理事会 岩崎中 選考委員・役員・理事

6/24 (火） 見守り愛のパトロール 各所 担当役員・理事

6/30 （月） 笑顔でさきがけあいさつ運動 岩崎中 担当役員・理事

7/10 （木） あいさつ運動 岩崎中 担当役員・理事

9/10 （水） あいさつ運動 岩崎中 担当役員・理事

9/20 (土） 第２回役員選考委員会、第３回役員会・理事会 岩崎中 選考委員・役員・理事

10/30 （木） 笑顔でさきがけあいさつ運動 岩崎中 担当役員・理事

11/10 （月） あいさつ運動 岩崎中 担当役員・理事

11/29 (土） 第４回役員会・理事会 岩崎中 役員・理事

12/19 （金） あいさつ運動 岩崎中 担当役員・理事

1/9 （金） あいさつ運動 岩崎中 担当役員・理事

2/10 （火） あいさつ運動 岩崎中 担当役員・理事

2/21 (土） 第３回役員選考委員会、第５回役員会・理事会 岩崎中 選考委員・役員・理事

② 県Ｐ、尾張Ｐ、市Ｐ等関係 ・・・・ 家庭教育委員

4/24 （木） 市Ｐ連総会 勤労センター 会長・家庭教育委員・校長

5/1 （木） 味岡中 会長・家庭教育委員

6/11 （水） 勤労センター 家庭教育委員

6/16 （月） 県Ｐ連総会 名古屋市公会堂会長

6/20 （金） 　　

9/4 （金） 勤労センター 会長・家庭教育委員

11/7 （金） 市Ｐ連第３回役員会 味岡中 会長・家庭教育委員

11/14 （金） 市Ｐ連研究発表会 味岡市民C 会長・家庭教育委員・校長・教頭

1/15 （土） 尾張Ｐ研究発表会 尾西市民会館 副会長

3/3 （火） 勤労センター 家庭教育委員・教頭

3/13 （金） 味岡中 会長・家庭教育委員・教頭

市Ｐ連第１回役員会
市Ｐ連第1回家庭教育委員会役員会

市Ｐ連第２回家庭教育委員会役員会
市Ｐ連第１回家庭教育委員会

市Ｐ連情報交換会
市P連懇親会

会長・家庭教育委員
会長・家庭教育委員・校長

市Ｐ連第１回家庭教育委員会研修会
市Ｐ連第２回役員会

ルートイン
グランティア小牧

市Ｐ連第２回家庭教育委員会
市Ｐ連第２回家庭教育委員会研修会

市Ｐ連第４回役員会
市Ｐ連会計監査
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③ 広報部 ・・・・ 部長

4/12 (土） 第１回部会 岩崎中

5/10 (土） 第２回部会 岩崎中

7月 PTA新聞いわざき105号発行 岩崎中

9/20 (土） 第３回部会 岩崎中

10/2 （木） 体育祭　写真撮影 岩崎中

10/30・31 （木・金) 文化祭　写真展（体育祭） 岩崎中

11/29 (土） 第４回部会 岩崎中

12/3,4,5,8 個人懇談会　写真展（文化祭） 岩崎中

2/21 (土） 第５回部会 岩崎中

3月 PTA新聞いわざき106号発行 岩崎中

④ 研修教養部 ・・・・ 部長

4/12 (土） 第１回部会 岩崎中

5/10 (土） 第２回部会 岩崎中

9/20 (土） 第３回部会 岩崎中

10/2 （木） 体育祭　来賓接待 岩崎中

10/30・31 （木・金) 文化祭　地域作品展 岩崎中

11/29 (土） 岩崎中

2/21 (土） 第５回部会 岩崎中

⑤ 行事部 ・・・・ 部長

4/12 (土） 第１回部会 岩崎中

5/10 (土） 第２回部会 岩崎中

9/20 (土） 第３回部会 岩崎中

10/2 （木） 体育祭　ヨークバザー 岩崎中

11/5 (水） 学校公開日　ヨークバザー 岩崎中

11/29 (土） 岩崎中

2/21 (土） 第５回部会 岩崎中

⑥ 生活安全部 ・・・・ 部長

4/12 (土） 第１回部会 岩崎中

5/10 (土） 第２回部会 岩崎中

6/24 (火） 見守り愛のパトロール 岩崎中

9/20 (土） 第３回部会 岩崎中

11/5 （水） 学校公開日　制服等リサイクル（中止） 岩崎中

11/29 (土） 岩崎中

2/21 (土） 第５回部会 岩崎中

第４回部会

第４回部会・ＰＴＡ講座

第４回部会
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①ＰＴＡ会計

収入 954,748円

《内訳》 前年度繰り越し 208,548円

690,760円

55,440円

支出 679,835円

《内訳》 会議費 25,590円

需要費 87,208円

一般活動費 108,068円

特別活動費 56,735円

負担金 負担金 65,520円

振興費 92,400円

学校行事費 240,394円

維持運営費 維持運営費 0円

予備費 予備費 0円

その他 その他 3,920円

残高 274,913円

上記のとおり決算報告します

会　　計　　舟　橋　知　里　㊞

会　　計　　西　澤　邦　雄　㊞

監査の結果、正確で誤りのないことを認めます

会計監査　　海江田　知　江　㊞

会計監査　　髙　木　恵　子　㊞

②ヨークバザー会計

前年度繰り越し 151,895円

ヨークバザー 82,180円

利息 189円

支出 0円 0円

計 234,264円

③資源回収会計

前年度繰り越し 85,393円

資源回収 17,393円

利息 101円 #

清掃整備用品 0円

環境整備用品 0円

計 102,887円

―　3　―

収
入

102,887円

支
出

0円

転校生への返金

令和8年3月31日

令和8年3月31日

収
入

234,264円

活動費
ＰＴＡ講座、ボランテイア活動、旅費

香典、生花

県安全互助会費、県市Ｐ連負担金

教育活動費
教育振興会書籍、子とともにゆう＆ゆう

入学式、体育祭、文化祭、卒業式

会費
Ｐ会員分（４１１名＋２ヶ月分１名）

Ｔ会員分（３３名）

運営費
役員会・理事会の飲み物

トナー、役員連絡用封筒
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（３）令和８年度役員 及び 会計監査委員 

 
 会　　長 坂　　さん  

 
 副 会 長 松田　さん  

 
 書　　記 髙木　さん 三品　先生（校務主任）  

 
 会　　計 丹羽　さん 西澤　先生（教　　頭）  

 
 家庭教育委員 村上　さん  

 
 副家庭教育委員 小寺　さん  

 
 広報部長 林　　さん  

 
 研修教養部長 　　舟橋　さん  

 
 行事部長 山口　さん  

 
 生活安全部長 小寺　さん（兼任）  

 
   ※相談役：学校地域コーディネーター 

 参　　与 江本　先生（校　長）  
 　          　桑原　さん・伊藤　さん 

            
 　会計監査 小原　さん 東風谷　さん    　　　

 
（４）新旧会長あいさつ 
 
 
 
 
（５）令和８年度事業計画（案） 

　目　　標　　『　愛に溢れ、知性豊かに　～羽ばたく未来の為に～　』

◎活動方針 
１  家庭教育力の強化を図ろう。 

☆  子どもと共に語り、共に学び、保護者としての自覚を高め、責任を果たし家庭教育の
充実を図ろう。 

☆  家庭の果たす役割を見つめ直し、食生活をはじめとする子どものより良い生活習慣を
身に付け、自ら考え行動できる子どもの育成を目指そう。 

☆  子どもとのふれあいをよりいっそう深め、心のよりどころとなる家庭環境をつくろう。 
 

２  学校支援を積極的に進めよう。 
☆　学校教育への理解と協力を進めよう。 
☆　教育活動への参加を促進しよう。 
☆　保護者と教師が手を携え、子どもの成長を支えよう。 

 
３  地域社会との密接な連携を築こう。 

☆　地域の連携・融合をもとに、地域ぐるみの活動を推進しよう。 
☆　安全・安心な社会を地域と共に築こう。 
☆　子どものために豊かな体験ができる環境を整えよう。 

 
◎活動計画 

１　　役員会・理事会  ………  年５回開催（4.5.9.11.2月） 
２　　広　報　部  ……………  ＰＴＡ新聞の発行、写真展 
３　  研修教養部  ……………  文化祭地域作品展の運営、ＰＴＡ講座の開催 
４　  行　事　部  ……………  ヨークバザー（２回）　　 
５　  生活安全部  ……………  体育祭来賓接待、制服等リサイクル運動 
６　  対外的事業への参加  …  県・尾張・市ＰＴＡ連絡協議会、家庭教育委員研修会、

             　             青少年健全育成推進運動、各種研修会、その他 



月 日 活動内容 広報部 研修教養部 行事部 生活安全部

12（日） 役員会・理事会①

16（木） 授業参観・ＰＴＡ総会・学年懇談会

30（木） あいさつ運動

16（土） 役員選考会①役員会・理事会②
「いわざき」107号発行

計画
ヨークバザー

準備
見守り愛のパトロール

企画

29（金） あいさつ運動　※２年家庭学習日

26（金） 学校公開日 ヨークバザー

30（火） 笑顔で さきがけ あいさつ運動

７月 17（金) 「いわざき」107号発行

19（土） 役員選考会②役員会・理事会③ PTA講座
ヨークバザー

準備

30（水） あいさつ運動

1（木） 体育祭 写真撮影 来賓接待

29（木） 文化祭（１日目） 写真展（体育祭） 地域作品展

30（金）
笑顔でさきがけ　あいさつ運動
文化祭（２日目）

写真展（体育祭） 地域作品展

9（月） 学校公開日 ヨークバザー 制服リサイクル

28（土） 役員会・理事会④

30(月） あいさつ運動

2～7 個人懇談会

23（水） 青少年健全育成会・愛の合同パトロール

１月 29（金） あいさつ運動

20（土） 役員選考会③役員会・理事会⑤

26（金） あいさつ運動

３月 5(金) 卒業式 「いわざき」108号発行

―　5　―

令和８年度　ＰＴＡ活動　年間計画（案）
※行事等が変更になる場合があります

４月

５月

６月

９月

10月

11月

12月

２月

※合計８回行う「あいさつ運動」は、役員・理事で分担して行います。分担外の方の参加もＯＫです。



（６）令和８年度予算（案）

収入 950,393円

《内訳》 前年度繰り越し 274,913円

624,000円

51,480円

支出 950,393円

《内訳》 会議費 45,000円

需要費 105,000円

一般活動費 120,000円

特別活動費 95,000円

負担金 65,000円 負担金 65,000円

生徒活動費 30,000円

振興費 100,000円

学校行事費 280,000円

維持運営費 20,000円 維持運営費 20,000円

予備費 90,393円 予備費 90,393円

（７）その他

150,000円

活動費 215,000円

教育活動費 410,000円

―　6　―

会費
Ｐ会員分（４００名）

Ｔ会員分（３３名）

運営費
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小牧市立岩崎中学校ＰＴＡ会則 

 

第 １ 条　  本会は、小牧市立岩崎中学校ＰＴＡと称し、事務局を岩崎中学校におく。 

 

第 ２ 条 　 本会は、岩崎中学校に在籍する生徒の父母、または、それにかわる者、および、同

校に勤務する教職員をもって組織する。 

 

第 ３ 条　　本会は、父母と教師とが連絡を緊密にし協力して生徒の心身の健全な発達をはかる

ことを目的とする。 

 

第 ４ 条　　本会は、目的達成のため次の活動をする。 

                １　生徒の生命と健康を守り、健全育成に関すること。 

                ２　教育環境の整備に関すること。 

                ３　父母と教師の研修に関すること。 

                ４　その他目的達成に必要なこと。 

 

第 ５ 条　　本会に次の役員をおく。但し、専門部部長は、副会長、家庭教育委員、副家庭教育

委員を兼任することができる。 

                会　　長　１、　副　会　長　１、　書　　記　２、   　会　　計　２ 

                家庭教育委員　１、　副家庭教育委員　１、専門部部長　４   　参　　与  １  

 

第 ６ 条　　役員の選出、並びに、任務は次のとおりとし、任期は１年とし、再選は妨げない。 

                １　会長は、理事会において会員中より選出・承認を受けた後、総会で報告する。 

　　　　　　　　　また、本会を代表し会務を総括する。 

                ２　副会長は、会長が委嘱し、会長を補佐する。 

                ３　書記および会計は、会長が委嘱し、庶務・会計をつかさどる。    　       

                ４　家庭教育委員は、理事会において選出する。 

                ５　副家庭教育委員は、会長が委嘱し、家庭教育委員を補佐する。 

６　専門部部長は、会長が委嘱し、各専門部の業務を行う。 

　　　　　　　　７　参与は、校長とし、本会の運営の相談にあたる。 

                        

第 ７ 条　　会計監査委員は２名とし、理事会において会員中より選出し本会の会計を監査する。 

 

第 ８ 条　　本会に顧問をおくことができる。顧問は理事会において推薦する。 

 

第 ９ 条　　本会には、各地区および学年から選出された理事をおく。 

 

第１０条　　本会には、次の機関をおく。 

                １　  総　会          ２　　理事会           ３　 役員会 

 

第１１条　　各機関の性格と任務は、次のとおりとする。 

                １　総　会 

                （1） 本会の最高決議機関であり、年１回以上会長が召集する。              

        　　　　　　　議決は、出席者の過半数の賛成を要する。但し、規約の改廃は、第１４条

　　　　　　　　　　の規定による。 

                （2） 次の事項を行う。 

                        ア　本会活動の方針の報告      イ　会長の報告  
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                        ウ　会務の報告                エ　会則の改廃 

                        オ　その他必要と認めること 

                ２　理事会 

                （1） 役員、顧問、会計監査委員および理事をもって構成し、総会に次ぐ決議機

　　　　　　　　　　関で、総会の権限を代行できる。 

                      構成員の２分の１以上の出席をもって成立し、議決は出席者の過半数の賛

　　　　　　　　　　成を要する。 

                （2） 次の事項を行う。 

                        ア　諸活動の審議    イ　本会の予算、決算に関すること  

              　　　　　ウ　役員の選出      エ　その他必要と認めること 

                ３　役員会 

                      第５条に定めた役員および顧問で構成し、本会の目的を達成するための各

                    事業計画を企画、執行する。議決は出席者の過半数の賛成を要する。 

 

第１２条　　本会の経費は、会費、寄付金、およびその他の収入をもってこれにあてる。　　　

　会費は別にこれを定める。 

 

第１３条　　本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日をもって終る。　　　

　但し、４月１日から理事会までの支出については、繰越金を持ってこれにあてる。 

 

第１４条　　本会則の改廃は、総会において出席者の３分の２以上の賛成を要する。 

 

第１５条　　本会の運営に関する必要な細則は理事会において定める。 

              細則の制定、または改廃は、次期総会に報告しなければならない。 

 

第１６条　　本会則は、昭和５３年６月　２日から施行する。 

              本会則は、平成　９年２月１５日から施行する。 

              本会則は、平成１４年４月１８日から施行する。 

　　　　　　　本会則は、平成１９年４月１９日から施行する。 

              本会則は、平成３１年４月１５日から施行する。 

本会則は、令和　２年４月２０日から施行する。 

本会則は、令和　３年４月２０日から施行する。 

本会則は、令和　６年４月１６日から施行する。 
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ＰＴＡ運営細則 

 

 

第 １ 条　　この細則は、会則第１５条の規定に基づいて定める。 

 

第 ２ 条　　会長、家庭教育委員、会計監査委員の選出は、各地区１名の理事代表によって構成

した選考委員会により指名し、理事会にはかる。 

 

第 ３ 条　　書記および会計のうち１名は、教師とする。 

 

第 ４ 条　　地区選出理事の定数は、原則、次のとおりとし、その選出は地区会員の推薦による。

　生徒数の増減により変更する場合もある。 

                                                                    人数 

              一色小学校区（たがた苑・本田、中南、中北・新田・寺前） 

              　　　　　　　岩崎団地・ガーデン岩崎・岩崎原）････････　10 

              味岡小学校区（岩崎、南岩崎台）････････････････････････　５ 

              村中小学校校区(村中新田､入鹿出新田､河内屋新田､横内)･･･　３      

              小牧原小学校区(小牧原新田、間々原新田)････････････････　３ 

 

第 ５ 条　　学年選出理事は、必要に応じてＰＴＡ役員が選出を行う。 

 

第 ６ 条　　本会の会費は月額１４０１３０円とする。 

 

第 ７ 条　　この細則に定めない事項は、必要に応じて理事会で定めることができる。 

 

第 ８ 条　　この細則の制定および改正は、理事会において出席者の３分の２以上の賛成を必要

とする。 

 

第 ９ 条　　この細則は、昭和５５年４月３０日から施行する。 

              この細則は、平成  元年４月１８日から施行する。 

              この細則は、平成  ２年２月２３日から施行する。 

              この細則は、平成  ９年２月１５日から施行する。 

              この細則は、平成１４年４月１８日から施行する。 

              この細則は、平成１７年４月２１日から施行する。 

              この細則は、平成１９年４月１９日から施行する。 

              この細則は、平成３１年４月１５日から施行する。 

              この細則は、令和　２年４月２０日から施行する。 

              この細則は、令和　４年４月１９日から施行する。 

              この細則は、令和　６年４月１６日から施行する。 

              この細則は、令和　７年４月１５日から施行する。 

              この細則は、令和　８年４月１７日から施行する。 
 
 
 
 



令和 ８年 ４月 １６日 

保護者各位 

 

令和８年度 口座振替（集金額・集金日）のご案内 
 

小牧市立岩崎中学校長 

江本 克也 

 

令和８年度の集金の納入を次のとおりにお願いしたいと思います。 

本年度は給食費の引落しがなく、また年度末・年度始めの事務処理負担を少なくするため、4～9 月のみの  

集金とさせていただきます。３年生のみ学年費の調整月として１２月に引き落としがありますが、学年費の残

高に応じて変更いたします。 

ご理解・ご協力のほど、お願いいたします。 

 

年間口座振替予定表 

振
替
日 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

２０日（月） １１日（月） １０日（水） １０日（金） １０日（月） １０日（木） 

１年 11,000円 9,440円 11,000円 11,000円 11,000円 11,000円 

２年 6,000円 4,440円 6,000円 5,000円 5,000円 5,000円 

３年 5,000円 3,440円 4,000円 4,000円 4,000円 4,000円 

内訳 

教材費、生徒活動費（年間 2,280円） 

 別にＰＴＡ会費 

１，５６０円 

    

振
替
日 

１０月 １１月 １２月 １月 ２月 

年間合計 
１３日（火） １０日（火） １０日（木） １２日（火） １０日（水） 

１年 0円 0円 0円 0円  0円 66,000円 

２年 0円 0円 0円 0円 0円 33,000円 

３年 0円 0円 5,000円 0円 0円  31,000円 

 

※１年生の集金額には２年時の野外学習、３年生の集金額には卒業アルバム費用等が含まれます。 

※３年生の修学旅行費用は、別途、業者への直接支払いとさせていただきます。 

※ＰＴＡ会費の１,５６０円（１世帯につき）は、理事会の承認が必要ですので予定額です（Ｒ８年度）。 

※取引のある金融機関（主に尾張中央農協）では両替、金種を指定した払い出し等に手数料が必要です。    

必要最低限となるようにいたしますが、ご負担いただくことがありますことをご了承ください。 



令和８年４月吉日 

 ＰＴＡ会員 各位 

                                        岩崎中学校ＰＴＡ会長  坂   茂 樹 

                                        岩 崎 中 学 校 長    江 本 克 也 

 

 

ボランティアの募集について 

 

 

  春暖の候、会員の皆様には益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。日頃は、本校の

ＰＴＡ活動並びに教育活動にご理解とご協力をいただき誠にありがとうございます。 

 さて、下記のようなボランティアを募集し、教育環境の整備を進めていきたいと考え

ております。ボランティアをしながら、お子様の学校での様子もご覧いただけたらと思

います。できるときに、できるだけで結構ですので、多くの方にご協力いただきますよ

う、よろしくお願いいたします。 

 

記 

 

 

１ ボランティアの活動内容と活動日時 

 

 活動内容 活動日時 

図書 

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 

図書室の図書の整理や 

本のカバーがけ、環境整備 

基本的に金曜日 

（図書館司書さんの訪問日） 

午前１０時～１１時３０分 

園芸 

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 

花壇・植え込みの手入れ、 

除草作業等 

基本的に火曜日 

（冬季はお休み） 

午前９時～１１時 

 

 

２  申込 

  裏面の登録用紙に必要事項を記入して、お子様を通して学校へご提出いただくか、

学校へ電話でご連絡ください。（岩崎中学校０５６８－７５―２０８１ 担当：教頭） 

 

３ その他 

  各地域にも区長さんに依頼して、ボランティアの募集を回覧する予定です。お知り

合いの方でご協力いただける方がいらっしゃいましたら、ご連絡ください。よろしく

お願いします。 


